
 

東京都自立支援協議会事務局 情報保障の取組 

「冊子版」の下段スライドの音声コード内容 

 

障害者の数 

○障害者の総数は 1160.2万人であり、人口の約 9.2％に相当 

○そのうち身体障害者は 436.0万人、知的障害者は 109.4万

人、精神障害者は 614.8万人。 

○障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害

者は増加傾向となっている。 

 

グラフが二つあります。 

 

一つ目のグラフ。三障害の在宅・施設別の人数・割合を示し

たグラフ 

身体障害者（児）では、施設入所が 1.7％ 

知的障害者（児）では、施設入所が 12.1％ 

精神障害者では、入院が 4.7％ 

 

二つ目のグラフ。三障害の 65歳未満、65歳以上の人数・割

合を示したグラフ 

身体障害者（児）では、65歳以上が 74% 

知的障害者（児）では、65歳以上が 16% 

精神障害者では、65歳以上が 36% 

「冊子版」の下段スライドのルビ版 

       身体障害者（児）       知的障害者（児）          精神障害者 

      ４１９．３万人          ９４．３万人            ６１４．５万人 
 

 

 

６５歳未満の者（２６％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満 

の者 

（８４％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（６４％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（７４％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３６％） 
 

６５歳以上 

の者 

（１６％） 

 

（在宅・施設別）
障害者総数 １１６０．２万人（人口の約９．２％）

うち在宅 １１１１．０万人（９５．８％）

うち施設入所 ４９．３万人（ ４．２％）

身体障害者（児）      知的障害者（児）         精神障害者 

４３６．０万人        １０９．４万人           ６１４．８万人 
 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

４２８．７万人（９８．３％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅 

知的障害

者（児） 

９６．２万人 

（８７．９％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

５８６．１万人（９５．３％） 
 

 

施設入所知的

障害者（児） 

１３．２万人 

（１２．１％） 

入院精神障害者 

２８．８万人（４．７％） 施設入所身体障害者（児） ７．３万人（１．７％） 

 

（年齢別）
６５歳未満 ５１％

６５歳以上 ４９％

○障害者の総数は１１６０．２万人であり、人口の約９．２％に相当。
○そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０９．４万人、精神障害者は６１４．８万人。
○障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

出典 在宅身体障害者（児） 及び在宅知的障害者（児）：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成28年）、施設入所身体障害者（児）及び施設入所知的障害者（児）：厚生労働省「社会福祉施設等調査」 （平成30年）等、

在宅精神障害者及び入院精神障害者：厚生労働省「患者調査」（令和２年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には含ま
れていない。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※施設入所身体障害者（児） 及び施設入所知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※年齢別の身体障害者（児）及び知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数（いずれも年齢不詳を除く）で算出。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。

※令和２年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更している（平成29年までは31日以上
を除外していたが、令和２年からは99日以上を除外して算出）。

障害者の数
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セミナー 
 

・当事者と支援者を共に委員に選任 

・当事者委員に対し、会議前に事前説明 

・ルビ版資料を用意 

・行政説明は短く、グループ討議の時間を長く

とる。 

 

・申込時に必要な配慮を確認 

・手話通訳を用意 

・車椅子用席、同行介助者席を用意 

・配布資料に音声コードを添付 

・ルビ版資料、テキスト版資料を用意 

・申込みに応じて、点字資料を用意 

 

交流会 本会議 

・申込時に必要な配慮を確認 

・手話通訳、要約筆記を用意 

・車椅子用席、同行介助者席を用意 

・配布資料に音声コードを添付 

・申込みに応じて、点字資料、ルビ版資料を

用意 

・配信動画に字幕を掲載 

・令和５年度から新たに、手話通訳をつけた

動画も配信 

・情報量の多い説明資料は、音声コードやル

ビ版を作る際に、障害特性に配慮して、分か

りやすいよう要約 

資料２別紙 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冊子版 音声コード ルビ版 
パワーポイントを２枚組にし、冊子にしたもの。参加者全

員に配布 

どのような情報が記載されているかをまず示し、その上

で重要と思われるポイントを中心に要約する。 

音声コード化 

上段にスライド（カラー）を載せ、下段にできる限り平易

な説明を加える。 

実施例 


